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はじめに 

水道事業を取り巻く環境は近年大きく変化している。人口減少社会の到来による給水収

益の減少、水需要構造の変化、水道施設の老朽化の進行に加え、技術職員の確保や技術継承

といった人材面の課題が顕在化している。これらの課題は相互に関連し、水道事業の経営に

対して複合的かつ構造的な影響を及ぼしている。このような状況の中で、将来にわたり安全

で安定した水道サービスを提供し続けるためには、従来の延⾧線上にある対応ではなく、中

⾧期的な視点に立った施設更新と経営基盤の強化を一体的に進めていく必要がある。その

前提として、人口動向や水需要の変化を的確に把握し、それに基づく将来見通しを精緻に捉

えることが不可欠である。 

本町においては、このような認識のもと、東北学院大学大学院経済学研究科との共同研究

に関する協定を締結し、学術的知見を活用した分析を実施している。具体的には、人口推計、

世帯構造の変化、水需要予測及び給水収益の将来見通しについて、複数の要因を踏まえた精

緻な推計を行い、水道事業を取り巻く将来環境の把握の高度化を図っている。 

本経営戦略の見直しは、これらの分析結果を踏まえ、本町の水道事業の将来を見据えた中

⾧期的な方向性を明らかにすることを目的として行うものである。人口動向、水需要、施設

の老朽化状況及び財政状況を総合的に捉え、持続可能な水道事業の構築に向けた戦略的な

取組を体系的に整理するものである。 

 

第１章 事業概要 

矢巾町は岩手県の県都盛岡市の南側に位置し、北上盆地の中央部に広がる平坦な地形を

有する自治体である。町域面積は約 67 平方キロメートルであり、北部は盛岡市、南部は紫

波町、西部は雫石町、東部は花巻市と接している。町内には東北自動車道、国道 4 号及び JR

東北本線が南北方向に通り、盛岡都市圏の南部に位置する交通利便性の高い地域となって

いる。 

本町は盛岡市に近接する立地条件を背景として、住宅地としての機能を有するとともに、

農業地域としての側面も併せ持つ地域構造を形成している。近年では住宅開発の進展や医

療機能の集積により都市機能の高度化が進んでおり、2019 年には岩手医科大学附属病院が

開院するなど、医療拠点としての機能も強化されている。このような地域構造の変化に伴い、

生活基盤施設の整備や都市インフラの高度化が進められてきた。 

 水道事業は、住民生活及び地域経済活動を支える基盤的な社会インフラであり、公衆衛生

の向上及び生活環境の改善を目的として整備が進められてきた。本町においても、高度経済

成⾧期以降の人口増加や都市化の進展に伴い水需要が増加したことから、水道施設の整備

が段階的に進められ、浄水施設、配水池、ポンプ施設及び配水管路などの整備が進められて

きた。その結果、現在では町内のほぼ全域において水道水の供給が可能な体制が整っており、

家庭用水にとどまらず、医療機関、事業所、公共施設など多様な用途に利用され、地域社会
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の持続的な発展を支える重要な役割を担っている。 

また、水道施設は⾧期間にわたり使用される社会資本であることから、整備後においても

適切な維持管理を継続し、その機能を維持していくことが不可欠である。本町ではこれまで、

施設点検や設備更新を適切に実施することにより、安全で安定した水道水の供給を確保し

てきた。 

 

矢巾町水道事業の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西暦 和暦 矢巾町上水道事業 変更・整備概要 認可番号・年月日

1963 S38 矢巾町上水道事業創設 岩手県指令38医第819号

計画給水人口P=10,000人 上水道事業創設 昭和38年12月23日

計画一日最大給水量Q=2,000㎥/日

1965 S40 矢巾町上水道事業（変更） 東部浄水場整備 岩手県指令40環第325号

計画給水人口P=10,000人 東部第1号取水井整備 昭和40年11月19日

計画一日最大給水量Q=2,000㎥/日

1968 S43 第1次拡張事業 東部地区 区域拡張 岩手県指令環第74号

計画給水人口P=10,280人 紫波町高水寺地区（稲村・欠堰）を 昭和43年5月1日

計画一日最大給水量Q=3,160㎥/日 給水区域とする。

1974 S49 第2次拡張事業 西部浄水場整備 岩手県指令環第271号

計画給水人口P=18,000人 西部第1～3号取水井整備 昭和49年8月26日

計画一日最大給水量Q=9,100㎥/日 西部地区 区域拡張

東部第2号取水井整備

1976 S51 第2次拡張事業（変更） 東部系第2号取水井整備 岩手県指令環第598号

計画給水人口P=18,000人 西部第4号取水井整備 昭和51年2月2日

計画一日最大給水量Q=10,700㎥/日 西部高区配水塔整備

1990 H2 第3次拡張事業 東部第3・4号，西部第5号取水井整備 岩手県指令衛薬第31-3号

計画給水人口P=24,600人 東部浄水場 浄水・配水施設整備 平成2年5月10日

計画一日最大給水量Q=12,800㎥/日 西部浄水場 新設整備(H6以降計画)

1993 H5 第3次拡張事業（変更） 簗川ダム利水参加(Q=4,720㎥/日) 岩手県指令衛薬第1-11号

計画給水人口P=32,560人 流通センターを給水区域とする。 平成5年12月17日

計画一日最大給水量Q=19,230㎥/日 西部浄水場施設規模変更(8,710㎥/日)

1997 H9 第3次拡張事業（変更） 東部第5・6号取水井整備 岩手県指令環整第1-5号

計画給水人口P=32,560人 （東部系第3・4号取水井休止による） 平成9年11月13日

計画一日最大給水量Q=19,230㎥/日

2001 H13 第3次拡張事業（変更） 西部系第6号取水井整備 岩手県指令環保第1-3号

計画給水人口P=32,560人 （西部系第4号取水井枯渇による） 平成13年10月29日

計画一日最大給水量Q=19,230㎥/日

2016 H28 第3次拡張事業（変更） 東部系第7・8号取水井整備 岩手県指令県く1-41号

計画給水人口P=30,000人 新西部系第3取水井整備 平成29年3月28日

計画一日最大給水量Q=13,000㎥/日 矢巾温泉旧源泉水源地追加

東部配水場整備（急速ろ過）
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１．経営の基本方針：大好き！水 

 本町の水道事業は、住民生活及び地域社会を支える基盤的インフラとして、これまで安全

で安定した水の供給を継続してきた。一方で、人口減少社会の進展、水需要構造の変化、施

設の老朽化、さらには技術職員の確保・技術継承といった課題が複合的に顕在化する中で、

水道事業の持続可能性は従来にも増して重要な政策課題となっている。 

こうした状況において、本町では水道事業の在り方を改めて問い直し、住民参加を基軸と

した議論を重ねる中から、「My 水道やはば！大好き水」という基本理念を確立した。この

理念は、単なる標語ではなく、水道を「行政が提供するサービス」から「住民とともに支え

る社会基盤」へと再定義するものであり、本町の水道事業運営の根幹をなすものである。 

本理念は、水道サポーターワークショップ等を通じ、住民との対話と学びの積み重ねの中

で形成されたものであり、住民自らが水道の価値や課題を理解し、その将来の在り方につい

て主体的に関与する過程を経て生み出された点において、極めて重要な意味を持つ。すなわ

ち、本町の水道は「与えられるもの」ではなく、「共に考え、共に支えるもの」として位置

付けられている。 

水道事業はこれまで、生活に不可欠であるがゆえに、意識されることなく利用される「無

意識的なインフラ」として機能してきた。しかしながら、今後の人口減少社会においては、

需要の減少と費用負担の増加という構造的課題に直面する中で、従来のような受動的な関

係のままでは持続可能な運営を維持することは困難である。このため、水道を住民にとって

「意識されるインフラ」へと転換し、経営課題を共有しながら合意形成を図っていくことが

不可欠となる。 

本町においては、「My 水道やはば！大好き水」の理念のもと、水道を住民にとって身近

で主体的に関わるべき存在として位置付け、経営に関する情報の可視化及び双方向のコミ

ュニケーションを通じて、住民と行政が課題を共有する関係の構築を進めてきた。このよう

な取組は、水道事業における社会的ジレンマの解消に資するものであり、将来世代を含めた

持続可能な水道の実現に向けた基盤となるものである。 

今後の水道事業運営においては、本理念を単なる方針にとどめることなく、具体的な施策

や意思決定の根底に据え、施設更新、料金水準の検討、広報・住民参加の在り方など、あら

ゆる分野において一貫して反映させていく必要がある。また、本理念は一過性の取組ではな

く、継続的に深化・発展させていくべきものであり、組織として確実に継承していくことが

求められる。 

本経営戦略においては、「My 水道やはば！大好き水」を水道事業の基本理念として明確

に位置付け、その実現に向けた取組を体系的に整理することにより、住民とともに持続可能

な水道事業を構築していくことを目指すものである。 
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２．これまでの主な経営健全化の取組 

本町の水道事業においては、これまで経営の健全化及び持続性の向上を目的として、経営

管理手法の見直し及び収益基盤の強化に取り組んできた。 

まず、経営管理の高度化に向けた取組として、毎月の決算情報を基にした「月次経営統制」

の考え方を導入し、収支状況の早期把握と迅速な経営判断を行う体制の構築を図ってきた。

形式的な制度としての完全な確立には至っていないものの、職員においては、単年度決算に

依存しない短期的なマネジメントサイクルを意識する文化が醸成されており、経営状況を

継続的に把握しながら業務を遂行する体制へと転換が図られている。 

また、収益基盤の強化に向けた取組として、検針票の活用やホームページへの広告掲載等

により、水道料金収入以外の財源確保を図るとともに、資金管理の高度化を進めてきた。特

に、短期的なマネジメントサイクルの導入により資金収支の見通し精度が向上したことか

ら、損益勘定留保資金の活用の幅が広がり、資金運用の選択肢の拡充につながっている。 

これらの取組により、本町の水道事業においては、従来の事後的な経営管理から、状況変

化に応じて迅速に対応する動的な経営管理へと移行しつつあり、現在の経営戦略の基盤が

形成されている。 

 

 

区    分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

給 水 人 口 (人) 26,274 26,087 25,753 25,495 25,423 

給 水 区 域 内 人 口 (人) 27,205 27,000 26,668 26,424 26,342 

普 及 率 (％) 96.58 96.62 96.57 96.48 96.51 

 

区    分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

年 間 配 水 量 (㎥) 3,292,113 3,294,558 3,234,731 3,093,623 3,157,743 

年 間 有 収 水 量 (㎥) 3,094,318 3,072,320 3,032,042 2,967,613 2,948,117 

無 効 水 量 (㎥) 197,795 222,238 202,689 126,010 209,626 

有 収 率 (％) 93.99 93.25 93.73 95.93 93.36 

 

 

区    分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和 6年度 

供 給 単 価 239.39 円 240.02 円 242.57 円 243.53 円 244.18 円 

給 水 原 価 153.32 円 175.05 円 181.09 円 184.56 円 191.36 円 

販 売 利 益 86.07 円 64.97 円 61.48 円 58.97 円 52.82 円 

料 金 回 収 率 156.14％ 137.12％ 133.95％ 131.95％ 127.60％ 
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区   分 算 式 
令和２ 

年 度 

令和３ 

年 度 

令和４ 

年 度 

令和５ 

年 度 

令和６ 

年 度 
経 営 資 本 

営 業 利 益 率 
％ 営業利益 

経営資本 
×100 3.43 2.43 2.17 2.02 1.71 

経 営 資 本 

回 転 率 
回 

営業収益 

経営資本 

 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 

営 業 収 益 

営 業 利 益 率 
％ 

営業利益 

営業収益 

×100 35.48 25.46 22.86 21.83 18.85 

 

区   分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 経営指標 

施 設 利 用 率 69.38 69.43 68.17 65.02 66.55 55.24 

負  荷  率 89.16 89.70 89.22 89.35 91.44 78.84 

最 大 稼 働 率 77.82 77.40 76.41 72.77 72.78 70.06 

 

区   分 算  式 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

総 収 支 比 率 
 総収益  

 総費用  
×100 158.87 140.79 136.96 136.69 132.41 

経常収支比率 
経常収益 

経常費用 
×100 158.87 140.79 136.96 136.69 132.41 

営業収支比率 
営業収益－受託工事収益 

 営業費用－受託事業費 
×100 154.99 134.15 129.64 127.92 123.23 

 

 
（単位：％） 

区    分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 経営指標 

流 動 比 率 199.65 265.52 194.23 153.38 156.32 341.75 

当 座 比 率 199.63  265.47 194.20 153.35 156.29  336.78 

自 己 資 本 
構 成 比 率 

69.30 72.88 73.95 75.41 76.39 69.87 

固 定 資 産 対 
長 期 資 本 比 率 

94.43 95.23 96.28 97.70 97.14 85.25 

 

 



 

                       ７ 

区  分 算  式 
令和２ 

年 度 

令和３ 

年 度 

令和４ 

年 度 

令和５ 

年 度 

令和６ 

年 度 
経営指標 

企 業 債 利 息  25,153 19,076 14,496 10,930 8,056  

支 払 利 息 

対総費用比率 

支払利息 

総 費 用 

×100 4.78 3.21 2.33 1.80 1.29 4.79 

支 払 利 息 

対給水収益比率 

支払利息 

給水収益 

×100 3.40 2.59 1.97 1.51 1.12 5.71 

 

第２章 各種予測 

１．給水人口の予測 

本町の将来給水収益を推計するに当たっては、水需要の基礎となる給水人口の将来動向

を適切に把握することが不可欠である。このため、本分析では、将来推計人口を基礎としつ

つ、水道事業の実態に即した給水人口への変換を行った。 

具体的には、東北学院大学大学院経済学研究科との共同研究において作成された将来推

計人口を基礎データとして用い、これを給水人口へ変換する手法を採用した。給水人口への

変換に当たっては、近年の実績値に基づき、行政区域人口に対する給水人口の比率を算出し、

その平均値を将来に適用する方法を用いている。 

本町においては、2019 年以降、給水人口と行政人口の比率は概ね安定的に推移している

ことから、2019 年から 2024 年までの平均値を用いて将来の給水人口を推計した。この手

法により、単純な人口推計に依存することなく、水道事業の実態に即した給水人口の将来像

を把握することが可能となる。 

また、給水人口の将来動向を把握する上では、人口減少の影響のみならず、世帯構造の変

化を考慮することが重要である。本町では、人口が減少に転じている一方で世帯数は増加し

ており、世帯構成人員は⾧期的に減少傾向にある。このため、人口減少が直ちに給水戸数の

減少につながるとは限らず、一定期間においては給水戸数が増加又は高止まりする可能性

がある。 

このような特性を踏まえ、本分析では、将来推計人口に加え、世帯構成人員の変化を考慮

した上で給水戸数を導出し、これを給水人口及び水需要の推計に反映している。これにより、

人口減少下においても短期的には水需要が維持される可能性や、中⾧期的には減少に転じ

る構造を的確に捉えることが可能となる。 

以上の手法により推計された給水人口は、今後の水需要及び給水収益の基礎となるもの

であり、本町の水道事業における中⾧期的な経営見通しを検討する上で重要な基礎データ

として位置付けられる。 
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２．水需要の予測 

水需要の将来動向を把握するに当たっては、給水人口に加え、水の使用が家計単位で行わ

れるという特性を踏まえ、給水戸数の将来推計が重要となる。本町においては、人口が減少

に転じている一方で、世帯数及び給水戸数は増加傾向にあり、人口動向のみでは水需要の変

化を適切に説明できない状況にある。 

この背景には、世帯構造の変化、すなわち世帯構成人員の減少がある。過去の推移を見る

と、1 世帯当たりの構成人員は⾧期的に減少しており、1970 年代には 4 人以上であったも

のが、近年では約 2 人程度まで低下している。このような世帯規模の縮小により、人口が減

少しても世帯数の減少は緩やかとなり、結果として給水戸数は一定期間増加又は高止まり

する傾向が生じている。 

本分析では、このような世帯構造の変化を考慮し、将来推計人口を基に、平均世帯人員の

将来推計を行った上で給水戸数を導出する手法を採用した。具体的には、過去の実績値に基

づき平均世帯人員の減少傾向を把握し、その変化率を将来に適用することで、将来の平均世

帯人員を推計している。その上で、将来推計人口を当該平均世帯人員で除することにより、

将来の給水戸数を算出した。 

この手法により、人口減少が進行する中においても、短期的には世帯規模の縮小により給

水戸数が増加又は高止まりする一方で、中⾧期的には人口減少の影響が顕在化し、給水戸数

も減少に転じる可能性があるという構造を把握することが可能となる。 

給水戸数は有収水量の変動と密接な関係を有しており、本分析においても両者の間に強

い相関関係が確認されている。このことから、給水戸数の将来動向は水需要及び給水収益の

予測における重要な説明変数として位置付けられる。 

以上のように、本町における水需要の将来予測においては、人口減少のみならず世帯構造

の変化を踏まえた給水戸数の推計が不可欠であり、本分析ではその特性を反映した推計手

法を採用している。 

 

３．有収水量の推計 

 将来給水収益を予測するに当たっては、その基礎となる有収水量の将来動向を把握する

ことが重要である。本分析では、有収水量が給水戸数の変化と密接に関連していることに着

目し、過去の実績データを用いて統計的な推計を行った。 

具体的には、有収水量の変化率を被説明変数とし、給水戸数、平均給水人口、平均使用水

量の変化に加え、本町特有の事情を反映する要因を説明変数として組み込んだ推計式を構

築した。推計に当たっては、単年度の水量そのものではなく、前年からの変化率に着目する

ことで、⾧期的な傾向と短期的な変動の双方を捉える方法を採用している。 

この推計の結果、有収水量は給水戸数の変化と強い関係を有していることが確認された。

これは、水の使用が個人単位ではなく家計単位で行われるという特性を反映したものであ

り、給水戸数が増加する局面では、人口減少下にあっても一定程度の有収水量が維持される
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可能性があることを示している。一方で、中⾧期的には給水人口の減少や世帯構造の変化の

影響を受け、有収水量は減少に転じていく構造にある。 

また、本町の有収水量には、通常の人口・世帯要因だけでは説明しきれない一時的又は特

殊な変動が存在することから、推計に当たってはこれらの要因も考慮している。具体的には、

過去に盛岡市への一部給水を担っていた時期や、岩手医科大学附属病院の開院に伴う需要

変化については、特別な影響要因として整理し、推計式に反映させている。これにより、単

純な時系列の延⾧ではなく、本町固有の事情を踏まえたより実態的な有収水量の推計が可

能となっている。 

さらに、将来の有収水量の予測に当たっては、将来人口推計及びそこから導出した給水戸

数の予測値を用い、過去の推計式に代入することで、将来の水需要を試算している。あわせ

て、予測値には一定の不確実性が伴うことから、標準誤差を用いて信頼区間を設定し、将来

見通しに幅を持たせた形で整理している。 

このような分析の結果、本町の有収水量は短期的には給水戸数の増加又は高止まりの影

響を受けて一定程度維持される可能性があるものの、中⾧期的には給水人口の減少を背景

として減少局面に入ることが示された。すなわち、本町の水需要は直ちに急減するものでは

ないが、将来的には確実に縮小する方向にあると考えられる。 

有収水量は水道事業の料金収入を規定する基礎的な指標であることから、その将来動向

を的確に把握することは、今後の施設規模の適正化、更新投資の水準、料金体系の検討など、

水道事業の中⾧期的な経営判断において極めて重要である。 

 

 

４．給水収益の予測 

 給水収益の将来予測に当たっては、有収水量に供給単価を乗じることにより算定を行っ

た。供給単価については、近年、料金改定が実施されておらず概ね横ばいで推移しているこ

とから、将来推計においては直近年度の単価を一定とする前提を置いた。したがって、本分

析における給水収益の変動は、主として有収水量の増減に依拠する構造となっている。 

この前提のもと、有収水量の将来推計結果を基に給水収益を試算したところ、いずれの手

法においても、短期的には給水戸数の増加又は高止まりの影響を受け、給水収益は一定程度

維持されることが示された。一方で、中⾧期的には給水人口の減少に伴い有収水量が減少に

転じるため、給水収益についてもピークを迎えた後は減少局面に入ることが見込まれる。 

特に、人口推計に基づく手法及びコーホート法に基づく手法では、給水収益は 2030 年代

前半に最大となり、その後は徐々に減少していく結果が示されている。これは、本町におい

て人口減少が進行する一方、世帯規模の縮小により一定期間は給水戸数が維持されるため、

短期的には水需要が下支えされるものの、中⾧期的には人口減少の影響が優勢となること

を反映したものである。 

また、2019 年以降の人口減少トレンドをそのまま延⾧する手法では、より早い時期から
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給水収益の減少が始まる結果となっており、将来見通しは採用する前提条件によって一定

の幅を有することが確認された。ただし、いずれの手法においても、将来的には給水収益が

減少していく方向性は共通しており、本町の水道事業が需要減少局面に入る可能性を示し

ている。 

さらに、各手法による推計結果を比較すると、2050 年頃には給水収益は概ね 6 億円前後

の水準となる可能性が示されている。これは、過去の収益水準と比較しても低い水準に相当

し、将来の水道事業経営に対して大きな影響を及ぼすことが想定される。 

給水収益は、水道事業の運営に必要な費用を賄う主たる財源であることから、その減少は

事業経営に直接的な影響を与える。一方で、水道施設の維持管理費や更新費用は一定程度固

定的に発生するため、収益の減少は給水原価の上昇や財源不足を招く要因となる。このため、

将来の給水収益の減少を前提として、施設規模の適正化、更新投資の平準化、維持管理の効

率化に加え、必要に応じた料金水準の見直しを含めた総合的な経営対応が求められる。 

以上のように、本分析による給水収益の予測は、本町の水道事業が短期的には一定の収益

を維持し得るものの、中⾧期的には人口減少を背景として収益減少が避けられない構造に

あることを示している。この結果は、今後の経営戦略の見直しや投資・財政計画の検討にお

ける重要な基礎資料となるものである。 
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５．組織の見通し 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

損益勘定 

所属職員 

 

８人 

 

５人 

 

５人 

 

６人 

 

５人 

資本勘定 

所属職員 

 

２人 

 

２人 

 

２人 

 

２人 

 

２人 

計 10 人 ７人 ７人 ８人 ７人 

 

水道事業の持続可能性は、施設や財政の状態のみによって規定されるものではなく、それ

らに対してどのような判断がなされるかに大きく依存する。すなわち、水道事業は、技術、

財政、合意形成といった複合的な判断の積み重ねによって成立する経営活動である。 

このため、本町においては、人的資源を単なる業務遂行の担い手としてではなく、これら

の判断の質を規定する基盤、すなわち意思決定そのものを構成する経営資源として位置付

ける。 

一方で、本町の水道事業を担う職員体制は、損益勘定及び資本勘定を合わせて８名から令

和８年度には７名へと減少する見込みであり、技術職員の不足や人材確保の制約といった

課題を抱えている。また、職員の独自採用が困難であることから、人材配置については人事

当局との連携に依存せざるを得ない状況にある。 

このような制約条件の下においても、持続可能な事業運営を実現するためには、人的資源

の量的確保のみならず、意思決定の質を高める観点からの戦略的な配置及び能力開発が不

可欠である。このため、本町では、人事当局との緊密な連携のもと、最適な人員配置を図る

とともに、技術系職員においては技術力の向上、事務系職員においては経営管理能力の向上

を計画的に推進する。 

さらに、限られた人的資源を補完するため、民間企業からの専門人材の在籍出向の受入れ

や、大学等との共同研究を通じた外部知見の活用を進め、多様な主体による意思決定基盤の

強化を図る。これにより、組織内部の人材に加え、民間、学術機関及び住民との関係性を含

めた重層的な人的資源の活用を実現し、水道事業の持続可能性を支える体制を構築する。 

 

第３章 投資・財政計画に関する考え方 

本町の投資・財政計画（収支計画）は、「My 水道やはば！大好き水」の基本理念のもと、

水道を住民とともに支える社会基盤として持続可能な形で維持していくことを目的として

策定するものである。水道事業は受益者負担を原則とする事業であり、水道事業者は水道利

用者の理解を得ながら、中⾧期的な視点に立って施設更新に必要な財源を確保し、計画的に

事業を運営していく必要がある。 

しかしながら、多くの水道事業者においては、将来の更新需要を見据えた内部留保資金や
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積立金の確保が十分とはいえず、水道施設の更新投資に必要な財源の確保が大きな課題と

なっている。本町においても同様に、人口減少に伴う給水収益の減少が見込まれる中で、老

朽化施設の更新需要が増大するという構造的な課題に直面している。 

このような状況を踏まえ、本町では、将来にわたり持続可能な水道事業を実現し、次世代

に健全な水道を引き継いでいくため、水道施設の資産管理を組織的かつ計画的に実施する

アセットマネジメントを投資・財政計画の中核に位置付ける。アセットマネジメントの実践

により、水道施設の老朽化状況や更新需要を的確に把握し、中⾧期的な施設更新計画を策定

するとともに、更新投資の優先順位付け及び平準化を図ることで、計画的かつ効率的な投資

を実現する。 

また、施設更新に必要な財源の確保に当たっては、将来の給水収益の見通しや資金収支の

状況を踏まえた財政計画を策定するとともに、水道利用者及び議会に対して適切な情報提

供を行い、理解を得ながら事業を進めていくことが不可欠である。本町においては、「My 水

道やはば！大好き水」の理念に基づき、経営情報の可視化及び住民との双方向コミュニケー

ションを通じて、負担とサービスの関係について共有しながら合意形成を図ることとする。 

さらに、本町では、東北学院大学大学院経済学研究科との共同研究に基づき、人口推計、水

需要予測及び給水収益の将来推計に加え、これらを踏まえた財政収支の精緻な分析を実施

している。これにより、従来の経験的な見通しに依拠するのではなく、統計的手法に基づく

客観的かつ再現性のある財政見通しの構築を図り、投資判断及び料金水準の検討の高度化

を進めていく。 

本町におけるアセットマネジメントの検討期間は、令和 3 年度から令和 42 年度までの 40

年間とする。水道施設は⾧期間にわたり使用される社会資本であり、施設更新に必要な資金

を確保するためには⾧期的な視点での資金収支の見通しが不可欠である。このため、厚生労

働省の「水道事業におけるアセットマネジメントに関する手引き」においても、施設の耐用

年数や企業債の償還期間を踏まえ、30 年から 40 年程度の中⾧期的な見通しを検討するこ

とが望ましいとされている。 

本町の水道施設は、平成 5 年度から平成 8 年度、平成 12 年度、平成 30 年度などに取得

が集中しており、今後これらの施設が更新時期を迎えることが見込まれている。特に、機械

設備及び電気設備については取得から 20 年以上が経過している施設が多く、更新需要が顕

在化する可能性が高い。また、昭和期に整備された構造物及び管路については 40 年以上が

経過しており、これらについても更新の必要性が高まっている。 

このような更新需要に対応するため、本町では、40 年間の検討期間において将来必要と

なる更新投資の規模及び時期を把握し、更新投資の平準化及び財源確保の見通しを立てる

こととしている。また、アセットマネジメントの取組については、令和 8 年度を目途にさら

なる高度化を図り、施設データの精緻化、リスク評価の高度化、投資優先順位の最適化など

を通じて、より実効性の高い資産管理へと発展させていく。 

今後の水道事業運営においては、アセットマネジメントに基づく計画的な投資と、給水収
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益の将来見通しを踏まえた財政運営を一体的に推進することにより、水道施設及び事業財

政の健全性を確保し、持続可能な水道事業の構築を目指していく。 

 

水道施設の概要 

矢巾町上水道事業における主な水道施設の概要は以下のとおりである。 

1 水道施設の概要（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設別 施設名称 施設規模・能力 建設年度
経過年数

2020現在
備考

取水 東部系第１号取水井 浅層地下水/浅井戸 Q=1,430㎥/日 1968年 52年

東部系第２号取水井 浅層地下水/浅井戸 Q=1,430㎥/日 1976年 44年

東部系第５号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,315㎥/日 1998年 22年

東部系第６号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,315㎥/日 1998年 22年

東部系第７号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,100㎥/日 2019年 1年

東部系第８号取水井 深層地下水/深井戸 Q=990㎥/日 2018年 2年

西部系第１号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,310㎥/日 1975年 45年

西部系第２号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,310㎥/日 1975年 45年

西部系第３号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,320㎥/日 1975年 45年

西部系第５号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,540㎥/日 1990年 30年

西部系第６号取水井 深層地下水/深井戸 Q=1,100㎥/日 2002年 18年

西部系第７号取水井 深層地下水/深井戸 Q=880㎥/日 1974年 46年
R1.9月専水から移

管(予備)

矢巾温泉旧源泉 湧水 Q=550㎥/日 1968年 52年

浄水 東部浄水場 管理棟 RC 地上3階 A=694.28㎡ 1965年 55年 1992年一部増築

着水井 RC V=33.6㎥ 1992年 28年

原水ポンプ井 RC V=62.7㎥ 1992年 28年

急速ろ過機(浅井戸系)/Q＝3,000㎥/日 1965年 55年

急速ろ過機(深井戸系)/Q＝2,800㎥/日 1992年 28年

1号浄水池 RC V=800㎥ 1965年 55年

2号浄水池 RC V=1,000㎥ 1965年 55年

3号浄水池 PC V=1,000㎥ 1993年 27年

薬注棟 S造 地上1階 A=191.69㎡ 1992年 28年 2018年改修

排水排泥池 RC V=76.8㎥ 1992年 28年

浄水 西部浄水場 浄水棟 RC 地上1階・地下1階 A=1,336.47㎡ 1996年 24年

着水井 RC V=21.6㎥ 1996年 24年

混和池 RC V=11.2㎥ 1996年 24年

フロック形成池 RC V=203.2㎥ 1996年 24年

傾斜版沈澱池 RC V=591.4㎥ 1996年 24年

急速ろ過池 RC Ａ=86.4㎡ 1996年 24年

ポンプ井 RC V=87.0㎥ 1996年 24年

排水排泥池 RC V=416.0㎥ 1996年 24年

送水ポンプ棟 RC 地上1階 A=301.98㎡ 1977年 43年
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.2 水道施設の概要（2/2） 

 

 

 

  

施設別 施設名称 施設規模・能力 建設年度
経過年数

2020現在
備考

浄水 西部浄水場 1号配水池 RC V=1,600㎥ 1977年 43年

2号配水池 RC V=2,500㎥ 1996年 24年

浄配水 東部配水場 管理棟 RC 地上1階  A=701.25㎡ 2018年 2年

急速ろ過機/Q＝1,000㎥/日 2018年 2年

排泥池 RC V=47.0㎥ 2018年 2年

1号配水池 SUS V=1,600㎥ 2018年 2年

2号配水池 SUS V=1,600㎥ 2018年 2年

配水 西部高区配水場
高区配水塔 PC V=1,000㎥

南昌台配水池 RC V=153㎥
1978年 42年

西部低区配水ブロック

流量計施設
配水流量計　3基 1990年 30年

和味線(室岡)減圧弁 MRC-100型φ150〔配水管φ200〕 1988年 32年

耳取線減圧弁 MRC-100型φ100〔配水管φ150〕 1990年 30年

本浄寺減圧弁 MRC-100型φ75〔配水管φ100〕 1988年 32年

安庭線減圧弁 MRC-100型φ150〔配水管φ200〕 1988年 32年

宮田線減圧弁 MRE-500型+MR型φ100〔配水管φ100〕 2020年 0年

志和稲荷街道線減圧弁 MRC-100型φ75〔配水管φ75〕 1990年 30年

盛岡和賀線減圧弁 MRC-500型φ150〔配水管φ150〕 1999年 21年

外の沢線減圧弁 MRC-100型φ200〔配水管φ200〕 2001年 19年

林業技術センター前減圧弁 MRC-100型φ75〔配水管φ75〕 1992年 28年

西部開拓線減圧弁 MRC-100型φ75〔配水管φ75〕 1993年 27年

西部工業団地減圧弁 MRC-100型φ150〔配水管φ150〕 1998年 22年

和味線(和味)減圧弁 MRE-500型φ75〔配水管φ75〕 2004年 16年

南矢幅減圧弁 MRF-500型φ150〔配水管φ200〕 2008年 12年

煙山地下道減圧弁 MRF-500型φ150〔配水管φ200〕 2019年 1年 ※供用開始前

白沢踏切減圧弁 MRE-500型+MR型φ150〔配水管φ150〕 2020年 0年 ※供用開始前
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3 管路の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.1 管路の管種別構成比率       図.2 管路の口径別構成比率 

 

 

  

　　　　管種
口径

CIP DIP-A DIP-GX DIP-K DIP-NS DIP-SⅡ DIP-T・A

φ75 1,326 30,951 15,060 15,369 308 7 1,021

φ100 1,878 25,173 7,329 7,982 33 651 868

φ150 0 28,183 4,338 14,982 1,368 0 5,955

φ200 0 12,674 6,365 9,223 1,198 0 0

φ250 0 3,624 1,263 2,246 835 0 0

φ300 0 967 1,274 3,819 0 0 0

φ350 0 3,968 0 40 163 0 0

φ400 0 0 0 18 0 0 0

合計 3,204 105,540 35,629 53,679 3,905 658 7,844

HIVP-TS HPPE NCP SGP SUS VP-RR VP-TS 合計

8,266 7,535 176 498 5 11,104 1,805 93,431

2,033 1,657 106 59 36 313 9 48,127

3,807 53 225 206 150 2,095 256 61,618

0 108 0 30 101 0 0 29,699

0 0 39 12 36 0 0 8,055

0 0 0 21 0 0 0 6,081

0 0 0 0 0 0 0 4,171

0 0 0 0 0 0 0 18

14,106 9,353 546 826 328 13,512 2,070 251,200

単位：ｍ

CIP

1.42%

DIP-A

33.13%

DIP-GX

16.12%
DIP-K

16.45%

DIP-NS

0.33%

DIP-SⅡ

0.01%

DIP-T・A

1.09%

HIVP-TS

8.85%

HPPE

8.06%

NCP

0.19%

SGP

0.53%

SUS

0.01%

VP-RR

11.88%

VP-TS

1.93%

φ75

37.19%

φ100

19.16%

φ150

24.53%

φ200

11.82%

φ250

3.21%

φ300

2.42%

φ350

1.66% φ400

0.01%
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3 矢巾町上水道事業の施設位置図
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１．財源に関する整理 

 

○給水収益 

給水収益については、東北学院大学大学院経済学研究科との共同研究に基づき、人口予測、

コーホート法による推計及び近年の人口減少トレンドを踏まえた３つの手法により将来推

計を行った。 

これらの推計においては、給水収益を「有収水量 × 供給単価」により算定し、供給単価

については現行水準を基準として一定と仮定した上で、有収水量の将来動向を中心に分析

を行っている。また、有収水量は給水戸数に強く依存する構造にあることから、人口動向の

みならず世帯構造の変化を踏まえた給水戸数の将来推計を基礎としている。 

これら複数の手法による推計結果を総合的に勘案すると、本町の給水収益は一定期間は

維持又は微増する可能性があるものの、将来的には人口減少の影響により減少局面に転じ

ることが見込まれる。このため、給水収益は中⾧期的には構造的な減少圧力の下にあること

を前提として、財政運営を行う必要がある。 

 

○補助金 

補助金については、他会計補助金として下水道事業会計からの共通事務費を計上してい

る。これは、上下水道事業において共通して発生する管理部門経費について、合理的な負担

区分に基づき按分するものである。 

当該補助金は、経営の安定性を一定程度補完する役割を有するものの、水道事業は独立採

算を原則とする公営企業であることから、過度に他会計繰入金に依存することのないよう

留意する必要がある。今後においても、負担の公平性及び透明性を確保しつつ、適切な水準

での運用を行う。 

 

○企業債 

企業債については、水道施設の更新投資に必要な財源を確保するための重要な資金調達

手段として位置付ける。 

水道施設は⾧期間にわたり使用される社会資本であることから、その整備及び更新に要

する費用については、世代間の負担の公平性の観点から、企業債を活用し将来世代と適切に

負担を分かち合うことが合理的である。一方で、過度な企業債の発行は将来の償還負担を増

加させ、財政の硬直化を招くおそれがある。 

このため、企業債の活用に当たっては、アセットマネジメントに基づく更新需要及び資金

収支の見通しを踏まえ、発行額と償還額のバランスを適切に管理するとともに、将来世代に

過度な負担を残さない水準での計画的な活用を図る。 
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○収支計画のうち投資以外の経費の整理 

投資以外の経費である委託料、修繕費、動力費、人件費等については、改定前の経営戦略

における実績値及び計画値を基礎としつつ、近年の物価上昇の動向を踏まえ、将来のコスト

上昇を見込んで設定している。 

特に、エネルギー価格の変動は動力費に、資材価格や労務単価の上昇は修繕費及び委託料

に直接的な影響を及ぼすことから、一定の上昇率を織り込んだ保守的な前提を採用してい

る。また、人件費については、組織体制の見直し及び外部資源の活用を踏まえ、効率的な執

行を前提とした水準としている。 

これらの経費については、外部環境の変化により変動する可能性が高いことから、毎年度

の予算編成及び決算分析を通じて実績との乖離を検証し、短期的なマネジメントサイクル

により適宜見直しを行う。 

 

 

投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

○広域化 

広域化については、岩手県が主導する検討体制のもと、ブロック検討会において継続的に

検討を進めている。広域化は、まず、施設の共同利用や業務の集約化等を通じて規模の経済

性を確保し、将来的なコスト削減及び事業運営の効率化に資する連携を段階的に検討を進

める。 

 

○民間委託 

水道事業においては、機械・計装設備の保守点検、施設管理、水質検査、漏水調査等の分

野について、既に民間委託を実施している。これらの業務については、民間事業者の専門的

技術及び効率的な運用ノウハウを活用することにより、業務品質の確保及び効率化を図っ

ている。今後においても、業務の性質やリスク分担を踏まえ、直営と委託の最適な組み合わ

せを検討しながら、適切な委託範囲の見直しを行う。 

 

○民間の資金・ノウハウ等の活用（PPP/PFI 等の導入等） 

PPP/PFI については、現時点では導入していない。これは、事業規模や事業特性等を踏

まえ、導入効果を慎重に見極める必要があるためである。 

一方で、民間のノウハウの活用については、令和８年度から民間企業の専門人材の在籍出

向を受け入れ、技術力及び経営能力の向上を図る。また、大学等との共同研究を通じて、人

口推計や水需要予測、財政収支分析等の高度化を進めており、外部知見を積極的に取り入れ

た事業運営を推進する。 
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○アセット・マネジメントの充実 

アセット・マネジメントについては、既に中⾧期的な施設更新計画の策定及び運用を行っ

ているが、令和８年度に再検討を実施し、より高度な手法への移行を図る。 

具体的には、施設の健全度評価の精緻化、更新時期の最適化等を進めるとともに、財政収

支との連動を強化することで、投資の合理化及び平準化を一層推進する。 

 

○その他の取組 

 水道料金収入以外の財源確保の観点から、ホームページへの広告掲載による収入の確保

を検討・実施する。 

また、損益勘定留保資金については、安全性及び流動性を確保した上で、適切な範囲での

資金運用を行い、財源の有効活用を図る。 

 

 

○防災・安全対策に関する事項 

 水道事業は、住民生活及び地域社会の基盤を支える重要なライフラインであり、災害時に

おいてもその機能を維持又は早期に回復することが強く求められる。このため、本町の水道

事業における防災・安全対策については、矢巾町地域防災計画に基づき、上下水道担当部署

として求められる役割を確実に果たすことを基本とする。 

具体的には、災害発生時における応急給水活動、施設の応急復旧、関係機関との連携体制

の確保等について、地域防災計画に定める役割分担に基づき適切に対応する。また、平時か

ら資機材の確保、応急体制の整備、関係機関との連絡体制の構築等を行い、迅速かつ的確な

初動対応が可能となるよう備える。 

さらに、災害時の被害を最小限に抑えるためには、平時からの予防的な取組が重要である。

このため、本町では、アセットマネジメントの取組と連動させながら、老朽施設の更新、耐

震化の推進、重要施設への優先的な対応など、施設の強靭化を計画的に進めていく。特に、

浄水施設、配水池、基幹管路等の重要施設については、災害時における機能維持の観点から、

優先的に対策を講じるものとする。 

また、災害対応の実効性を高めるためには、職員の対応能力の向上が不可欠である。この

ため、災害対応訓練の実施やマニュアルの整備・見直しを継続的に行うとともに、他自治体

や関係機関との連携を通じて、応急対応能力の強化を図る。あわせて、広域的な応援体制の

活用や民間事業者との連携についても検討し、災害時における対応力の確保に努める。 

加えて、水道事業の継続に当たっては、薬品、電力、資機材等の安定的な供給が不可欠で

あることから、サプライチェーンの把握及び強化を重要な取組として位置付ける。特に、浄

水処理に必要な薬品については、その供給経路や在庫状況、代替手段の有無等を平時から把

握するとともに、供給停止リスクに備えた体制の構築に努める。 

また、電力供給の停止や物流の停滞といった広域的な影響を想定し、関係事業者との連携
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強化や複数調達先の確保、在庫管理の適正化などにより、供給途絶リスクの低減を図る。さ

らに、災害時においても必要な資機材の確保が可能となるよう、応援体制や広域連携の枠組

みの活用についても検討する。 

このように、本町の水道事業においては、施設の強靭化や体制整備に加え、サプライチェ

ーンを含めた総合的な視点から事業継続性の確保を図ることとする。 

さらに、近年の気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、従来の想定にとらわ

れないリスク管理の強化が求められている。このため、災害リスクの把握及び評価を行い、

その結果を施設更新計画や運用管理に反映させるなど、リスクベースの管理を推進する。 

本町では、「My 水道やはば！大好き水」の理念に基づき、水道を住民とともに支える基

盤として位置付けていることから、防災・安全対策についても、必要な情報提供や啓発を通

じて住民の理解を深め、災害時における協力体制の構築に努める。 

今後の水道事業運営においては、地域防災計画との整合を図りつつ、施設の強靭化、体制

整備及び人材育成に加え、サプライチェーンを含めた事業継続性の確保を一体的に推進す

ることにより、災害に強く持続可能な水道システムの構築を目指していく。 

 

２．MIZ：COM（コミュニケーション基盤）の位置付け 

本町では、「My 水道やはば！大好き水」の基本理念のもと、水道事業を住民とともに支

える社会基盤として位置付けている。この理念を実現するためには、単なる情報提供にとど

まらず、住民と行政が相互に理解を深め、課題を共有する関係性の構築が不可欠である。 

このため、本町では、水道事業に関する情報発信及び双方向コミュニケーションの基盤と

して、「MIZ：COM（ミズコム）」を位置付け、戦略的に活用していく。MIZ：COM は、水

道事業に関する情報の可視化、理解促進及び対話の場の創出を目的とするものであり、従来

の広報活動を拡張し、関係性の構築を重視したパブリック・リレーションズの実践として位

置付けられる。 

具体的には、水道サポーターワークショップを中核的な取組として位置付ける。水道サポ

ーターは、水道事業に関心を持ち、主体的に関与する住民で構成されるものであり、継続的

な学習及び対話を通じて、水道の仕組みや経営課題に対する理解を深めるとともに、意見交

換や提案を行う役割を担う。本町においては、こうした取組を通じて、住民が水道を「自分

ごと」として捉える意識の醸成を図ってきた。 

MIZ：COM は、この水道サポーターを起点として、より広い住民層へと関係性を拡張し

ていく仕組みである。ワークショップで得られた知見や議論の内容を可視化し、多様な媒体

を通じて発信することで、水道に対する理解の裾野を広げるとともに、潜在的な関心層との

接点を創出する。また、住民からの意見や反応を把握し、それを事業運営にフィードバック

することで、双方向性のあるコミュニケーションを実現する。 

さらに、水道事業における料金水準の検討や施設更新の在り方など、住民生活に直接的な

影響を及ぼす事項については、MIZ：COM を通じて情報共有及び対話を行い、合意形成の
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基盤として活用する。このことにより、水道事業に内在する社会的ジレンマの解消を図り、

持続可能な事業運営に向けた意思決定の質を高めていく。 

今後の水道事業運営においては、MIZ：COM を単なる情報発信手段としてではなく、水

道事業を支えるもう一つのインフラとして位置付け、水道サポーターをはじめとする住民

との共創を通じて、意識的に支えられる水道への転換を推進していく。 

 
図 4 本町上下水道事業における住民参加の取り組み 

 

第４章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

１．進捗管理（モニタリング）の方針 

本経営戦略の進捗管理（モニタリング）については、計画の実効性を確保するため、毎年

度末において投資・財政計画における見通しと実績値の比較・検証を行うことを基本とする。 

具体的には、収益的収支及び資本的収支の状況、更新投資の進捗状況、資金収支の推移等

について確認を行い、計画との乖離の有無及びその要因の把握に努める。 

また、人口動向、水需要の変化、物価や金利の動向、制度改正等の社会経済情勢の変化が

水道事業に与える影響についても適宜把握し、必要に応じて投資・財政計画への影響を検証

する。この際、将来の収支見通しに関するシミュレーションを実施し、事業運営への影響を

多面的に分析することとする。 

これらのモニタリングの結果、計画との乖離が一定程度認められる場合や、事業環境の変

化により計画の前提条件に大きな影響が生じた場合には、必要に応じて計画内容の見直し

（ローリング）について検討を行う。ただし、見直しに当たっては、短期的な変動のみに基

づき頻繁に計画を変更することは適当ではないことから、中⾧期的な視点に立ち、影響の持
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続性や重要性を踏まえた上で判断するものとする。 

さらに、モニタリングの結果については、適切な形で整理し、庁内における共有を図ると

ともに、必要に応じて議会や住民に対して情報提供を行い、透明性の確保に努める。本町で

は、「My 水道やはば！大好き水」の理念に基づき、経営状況の見える化と双方向のコミュ

ニケーションを重視しており、モニタリングの取組についても、単なる内部管理にとどまら

ず、住民との関係構築の一環として位置付ける。 

なお、今後においては、アセットマネジメントの進展やデータの高度化を踏まえ、モニタ

リング手法の充実を図りながら、計画・実行・評価・改善のマネジメントサイクルを継続的

に運用し、本経営戦略の実効性の向上に努めていく。 

 

２．見直しローリングの方針 

本経営戦略は、令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間を計画期間とし、その期間に

おける事業運営の実効性を確保するため、進捗管理（モニタリング）を適切に実施する。 

本経営戦略の進捗管理（モニタリング）については、計画の実効性を確保するため、毎年

度末において投資・財政計画における見通しと実績値の比較・検証を行うことを基本とする。

具体的には、収益的収支及び資本的収支の状況、更新投資の進捗状況、資金収支の推移等に

ついて確認を行い、計画との乖離の有無及びその要因の把握に努める。また、人口動向、水

需要の変化、物価や金利の動向、制度改正等の社会経済情勢の変化が水道事業に与える影響

についても適宜把握し、必要に応じて投資・財政計画への影響を検証する。この際、将来の

収支見通しに関するシミュレーションを実施し、事業運営への影響を多面的に分析するこ

ととする。本町における進捗管理は、単に計画と実績の乖離を把握するにとどまらず、その

結果を速やかに事業運営に反映させることを重視する。このため、毎年度のモニタリング結

果については、翌年度以降の予算編成や事業計画の見直しに活用し、短期的なマネジメント

サイクルの中で機動的な経営判断を行うものとする。具体的には、投資規模の調整、事業実

施時期の見直し、財源配分の最適化等について、状況に応じて柔軟に対応することで、実効

性のある事業運営を図る。こうした短期的な意思決定の積み重ねにより、計画の実行力を高

めるとともに、環境変化への適応力を確保する。 

これらのモニタリングの結果、計画との乖離が一定程度認められる場合や、事業環境の変

化により計画の前提条件に大きな影響が生じた場合には、必要に応じて計画内容の見直し

（ローリング）について検討を行う。ただし、見直しに当たっては、短期的な変動のみに基

づき頻繁に計画を変更することは適当ではないことから、中⾧期的な視点に立ち、影響の持

続性や重要性を踏まえた上で判断するものとする。 

さらに、モニタリングの結果については、適切な形で整理し、庁内における共有を図ると

ともに、必要に応じて議会や住民に対して情報提供を行い、透明性の確保に努める。本町で

は、「My 水道やはば！大好き水」の理念に基づき、経営状況の見える化と双方向のコミュ

ニケーションを重視しており、モニタリングの取組についても、単なる内部管理にとどまら
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ず、住民との関係構築の一環として位置付ける。 

今後においては、アセットマネジメントの進展やデータの高度化を踏まえ、モニタリング

手法の充実を図りながら、計画・実行・評価・改善のマネジメントサイクル（PDCA サイク

ル）を継続的に運用するとともに、日常的な意思決定においては機動的な対応を可能とする

運用を組み合わせることにより、本経営戦略の実効性の向上に努めていく。 

 

 
図５ 経営の最適化に向けた PDCA サイクルの概要 
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おわりに 

本経営戦略は、人口減少社会の進展、水需要の構造的変化、水道施設の老朽化の進行とい

った複合的な課題に対応し、将来にわたり持続可能な水道事業を確立することを目的とし

て策定したものである。 

従来の水道事業は、高度経済成⾧期における需要拡大を前提とし、施設整備を中心とした

拡張型の事業運営により発展してきた。しかしながら、今後は人口減少及び需要減少が不可

避であり、これまでと同様の前提に基づく事業運営は成立しない。すなわち、水道事業は「拡

張の時代」から「持続の時代」へと明確に移行している。 

このような認識のもと、本経営戦略では、アセットマネジメントに基づく計画的な施設更

新、財源構造の適正化、短期及び中期のマネジメントサイクルの確立を通じて、経営基盤の

強化を図るとともに、外部環境の変化に柔軟に対応可能な事業運営体制の構築を目指して

いる。 

同時に、本町においては、「My 水道やはば！大好き水」の基本理念のもと、水道を住民に

とって身近で主体的に関わるべき存在として位置付け、水道サポーターをはじめとする住

民参加の取組を通じて、水道事業の理解促進と関係性の構築を進めてきた。本経営戦略にお

いては、これらの取組を「MIZ：COM」というコミュニケーション基盤として体系化し、

水道事業を支える新たなインフラとして位置付けている。 

今後の水道事業においては、施設や財政といった従来の経営資源に加え、住民との関係性

そのものを重要な経営資源として捉え、事業運営に組み込んでいくことが不可欠である。こ

れにより、水道事業に内在する社会的ジレンマの解消を図り、住民との合意形成に基づく持

続可能な事業運営を実現していく。 

本経営戦略が目指すのは、水道を単なるサービスとして提供するのではなく、住民ととも

に支え合う「意識的に支えられる水道」への転換である。すなわち、水道を「無意識に利用

されるインフラ」から「理解され、関与されるインフラ」へと進化させることにより、将来

世代に対しても持続可能で信頼される水道を引き継いでいくことを最終的な目的とする。 

本町は、本経営戦略の着実な推進を通じて、水道事業の持続性と公共性の両立を図りなが

ら、地域社会とともに歩む水道の実現を目指していく。 

 

各種経営指標について 

（１）経常収支比率 

算出式 
 

指標の意

味 

 法適用企業に用いる経常収支比率は、当該年度において、給水収益や一般

会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度

賄えているかを表す指標である。 
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（２）累積欠損金比率 

算出式 
 

指 標 の 意

味 

 営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度から

の繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積

した損失のこと）の状況を表す指標である。 

 

（３）流動比率 

算出式 
 

指 標 の 意

味 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標である。1 年以内に支払うべき

債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す100％以上であ

ることが必要である。 

 

（４）企業債残高対給水収益比率 

算出式 
企業債残高対給水収益比率（％）＝企業債現在高合計給水収益×100 

                     給水収益 

指標の意味 
給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指

標である。 

 

（５）料金回収率 

算出式 
料金回収率（％）＝給水単価×100 

         給水原価 

指標の意味 
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であ

り、料金水準等を評価することが可能である。 

 

（６）給水原価 

算出式 
給水原価＝経常費用-(受託工事費＋材料及び不用品売却減価＋付帯事業-⾧期前受け金  

                        年間総有収水量  

指標の意味 
有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す

指標である。 
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（７）施設利用率 

算出式 
施設利用率（％）＝一日平均配水量×100 

          一日配水能力 

指標の意味 
一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や

適正規模を判断する指標である。 

 

（８）有収率 

算出式 
有収率（％）＝ 年間総有収水量×100 

         年間総配水量 

指標の意味 施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標である。 

 

（１）有形固定資産減価償却率 

算出式 
有形固定資産減価償却率（％）＝ 有形固定資産減価償却累計額×100 

               有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 

指標の意味 施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標である。 

 

（２）管路経年化率 

算出式 
管路経年化率（％）＝ 法的耐用年数を経過した管路延⾧×100 

                管路延⾧ 

指標の意味 
法定耐用年数を超えた管路延⾧の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を

示している。 

 

（３）管路更新率 

算出式 
管路更新率（％）＝ 当該年度に更新した管路延⾧×100 

                管路延⾧ 

指標の意味 
法定耐用年数を超えた管路延⾧の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を

示している。 

 



全体総括

64.23

①②経常損益の割合を示す経常収支比率は132.41％と
なり、類似団体平均を上回っており、累積欠損金は発
生していない。
③短期債務の返済能力を示す流動比率は156.32％と前
年度とほぼ同等の値で推移している。現預金残高が若
干増加傾向であるが、未払金が前年度より増加したた
め前年と比較し同程度の値となった。アセットマネジ
メント計画(R2)に基づき給水収益の１年分現金預金の
確保について、年度末の段階で未達成のため引き続き
現金確保に務める。
④企業債残高対給水収益比率は東部配水場の建設に伴
いH30にかけて上昇したが、その後新規起債を抑制して
いるため再び200%台に改善し、例年減少している。
⑤⑥給水費用に対する給水収益の割合を示す料金回収
率は127.61％と前年度に比べ減少した。これは動力費
の上昇などによるものであるが、類似団体平均と比べ
高い水準を保っており、年による維持管理費の増減に
対応できるだけの収益が確保できている。
同じ理由で、給水原価は、191.36円と前年度に比べて
増加している。
⑦施設利用率は66.55％と前年度に比べ若干増加した。
現在町内では宅地等の開発が進行しており、中期的に
は同水準で推移すると見込まれる。しかし、長期的に
は人口減少社会を背景に低下すると考えられるため、
適正規模の維持に努める必要がある。
⑧有収率は93.36％と類似団体と比べても高い値を維持
している。今後も高い有収率を確保するため適切な管
路の更新や施設点検を推進する必要がある。
　以上の結果から、経営の健全性・効率性については
良好な状態である。

2. 老朽化の状況について

　東部浄水場が建設から約半世紀を経過し、法定
耐用年数を迎えつつある。また配水管は法定耐用
年数を超えて使用している管路もあり、補修を加
えながら延命している状況である。

①②③有形固定資産減価償却率は東部配水場の建
設に伴いH30に減少した後ほとんど横ばいとなって
いる。これは管路経年化率や管路更新率にも表れ
ているように積極的な管路更新を行ってきた成果
である。また、管路更新率について今後は１％前
後で推移していくと考えられる。
　以上の結果から、老朽化の状況については類似
団体に比べて健全な状態である。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km
2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

本町の水需要は、現在町内で進行している宅地等
の開発によって、中期的には横ばいで推移すると
見込まれるが、長期的には人口減少社会を背景に
減少すると考えられる。一方で施設更新や耐震化
等災害に対する投資は避けられない状況にあるた
め、財務状況が一層厳しくなることが予想され
る。
　また、近年維持費が大幅に上昇しており、積極
的な管路更新を維持することは財政的に困難とな
りつつある。
　その他に、人事異動等の関係上公営企業に携わ
る人材の確保はより困難になって行くと考えられ
るが、引き続き知識や経験を着実に引き継ぎ人材
育成に励む。また、場合によっては外部から派遣
などによって人員の確保に務める。
今後も安定で持続的な水道を供給していくために
も、令和７年度に行う経営戦略改定をもとに、事
業規模の適正化及び効率化について検討していか
なければならない。

395.81 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 76.39 97.30 3,718 25,423

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

26,160 67.32 388.59 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
岩手県　矢巾町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.33 1.32 1.47 1.36 0.94

平均値 0.53 0.48 0.50 0.41 0.41

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 158.87 140.79 136.96 136.69 132.41

平均値 108.35 108.84 105.92 106.01 103.74

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 42.93 43.54 43.75 44.05 44.61

平均値 50.63 51.29 52.20 52.70 53.48

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 11.20 12.14 12.12 12.06 12.84

平均値 18.28 19.61 20.73 22.86 24.31

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.98 6.02 7.78 9.59 11.55

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 199.65 265.52 194.23 153.38 156.32

平均値 367.55 378.56 364.46 338.89 352.34

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 297.19 280.98 265.02 251.32 235.25

平均値 418.68 395.68 403.72 400.21 391.13

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 156.14 137.11 133.95 131.95 127.61

平均値 94.78 97.59 92.17 92.83 92.16

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 153.32 175.05 181.09 184.56 191.36

平均値 181.30 181.71 188.51 189.43 196.75

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 69.38 69.43 68.17 65.02 66.55

平均値 55.89 55.72 55.31 55.14 54.99

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 93.99 93.25 93.73 95.93 93.36

平均値 81.27 81.26 80.36 80.13 79.34

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 761,469 760,986 778,319 752,122 753,645 755,170 756,699 758,232 759,767 755,162 744,470 733,937
(1) 722,718 719,885 746,285 720088 721611 723136 724665 726198 727733 723128 712436 701903
(2) (B) 4,661
(3) 38,751 36,440 32,034 32,034 32,034 32,034 32,034 32,034 32,034 32,034 32,034 32,034
２． 67,509 8,785 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 3,470 3,470
(1)

(2) 58,740 58,064 47,836 47,130 46,788 44,864 42,320 41,407 40,329 39,117 38,138 36,326
(3) 8,769 8,785 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 3,470 3,470

(C) 828,978 769,771 786,589 760,392 761,915 763,440 764,969 766,502 768,037 763,432 747,940 737,407
１． 569,038 583,144 617,702 627,896 634,172 640,507 646,901 653,356 659,872 666,449 673,088 679,791
(1) 52,179 59,276 67,741 72,449 72,990 73,532 74,075 74,619 75,163 75,709 76,255 76,803

30,220 30,892 31,665 36,012 36,192 36,373 36,555 36,738 36,921 37,106 37,291 37,478

21,959 28,384 36,076 36,437 36,798 37,159 37,520 37,881 38,242 38,603 38,964 39,325
(2) 228,424 225,948 236,051 238,435 241,000 243,591 246,208 248,853 251,525 254,225 256,953 259,709

50,860 49,386 69,047 69,744 70,441 71,146 71,857 72,576 73,302 74,035 74,775 75,523
101,175 71,686 109,059 110,161 111,263 112,375 113,499 114,634 115,780 116,938 118,108 119,289

76,389 104,876 57,945 58,530 59,296 60,069 60,852 61,643 62,443 63,252 64,070 64,898
(3) 288,435 297,920 313,910 317,012 320,182 323,384 326,618 329,884 333,183 336,515 339,880 343,279
２． 37,414 39,064 54,083 52,464 51,652 51,230 50,805 50,376 49,944 49,508 49,069 48,628
(1) 10,930 8,056 22,765 20,832 19,704 18,963 18,215 17,460 16,699 15,931 15,156 14,376
(2) 26,484 31,008 31,318 31,632 31,948 32,267 32,590 32,916 33,245 33,577 33,913 34,252

(D) 606,452 622,208 671,785 680,360 685,824 691,736 697,706 703,732 709,815 715,957 722,157 728,418
(E) 222,526 147,563 114,804 80,032 76,091 71,704 67,263 62,770 58,222 47,475 25,783 8,989
(F)
(G)
(H)

222,526 147,563 114,804 80,032 76,091 71,704 67,263 62,770 58,222 47,475 25,783 8,989
(I)
(J) 547,439 664,377 667,699 671,037 674,392 677,764 681,153 684,559 687,981 691,421 694,878 698,352

34,007 31,281 31,437 31,594 31,751 31,909 32,069 32,229 32,390 32,552 32,714 32,877
(K) 356,917 425,015 424,767 424,519 424,271 424,024 423,778 423,532 423,286 423,041 422,796 422,552

122,819 124,196 123,948 123,700 123,452 123,205 122,959 122,713 122,467 122,222 121,977 121,733

234,098 300,819 300,819 300,819 300,819 300,819 300,819 300,819 300,819 300,819 300,819 300,819
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 761,469 756,325 778,319 752,122 753,645 755,170 756,699 758,232 759,767 755,162 744,470 733,937

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和7年度

営 業 収 益

令和8年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１．

２．

３．

４． 24,006 34,202 39,673 23,334 23,501 23,666 23,833 23,948 24,064 24,178 24,293 24,409

５．

６． 49,881 2,519 4,290

７．

８．

９．

(A) 73,887 36,721 43,963 23,334 23,501 23,666 23,833 23,948 24,064 24,178 24,293 24,409

(B)

(C) 73,887 36,721 43,963 23,334 23,501 23,666 23,833 23,948 24,064 24,178 24,293 24,409

１． 571,868 345,291 395,905 399,864 403,863 407,901 411,980 416,100 420,261 424,464 428,708 432,995

12,612 13,486 9,965 10,065 10,165 10,267 10,370 10,473 10,578 10,684 10,791 10,899

２． 132,863 122,819 124,196 150,612 132,715 133,456 134,204 134,959 135,720 136,488 137,263 125,512

３．

４．

５． 376

(D) 704,731 468,110 520,477 550,476 536,577 541,358 546,185 551,059 555,982 560,952 565,971 558,507

(E) 630,844 431,389 476,514 527,142 513,076 517,692 522,352 527,111 531,918 536,774 541,678 534,098

１． 630,844 431,389 476,514 527,142 513,076 517,692 522,352 527,111 531,918 536,774 541,678 534,098

２．

３．

４．

(F) 630,844 431,389 476,514 527,142 513,076 517,692 522,352 527,111 531,918 536,774 541,678 534,098

(G)

(H) 1,816,315 1,693,497 1,569,301 1,473,693 1,396,532 1,319,185 1,241,651 1,163,929 1,086,018 1,007,916 929,625 863,674

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

420 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

420 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

7,220 7,412 7,268 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

7,040 7,067 7,268 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

180 345

7,640 7,712 7,568 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

令和16年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度令和8年度令和7年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和15年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和13年度 令和14年度 令和15年度

他 会 計 負 担 金

令和16年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度


